


食品の安全性を脅かす様々な危害要因

●生物的要因

病原微生物（細菌、ウイルス、寄生虫など）

●化学的要因

自然毒（フグ毒、貝毒、きのこ毒）、カビ毒、

洗浄剤・殺菌剤、重金属、残留農薬など

●物理的要因

金属片、ガラス片など



7 1,172 24,727 2



年 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025)

細菌 16
腸管出血性大腸菌 10 1 1 12
サルモネラ属菌 1 1 2
その他の病原大腸菌 1 1
ボツリヌス菌 1 　 1
腸炎ビブリオ 1 1

ウイルス 2
ノロウイルス 1 1
ロタウイルス 1 1

植物性自然毒 21
イヌサフラン 2 1 2 2 1 2 2 1 13
きのこ 1 1 1 1 4
グロリオサ 　 1 1 2
トリカブト 1 1
スイセン 1 1

動物性自然毒 3
フグ 1 1 1 3
アオブダイ 0

その他 0
14 3 3 4 3 2 5 4 3 2 43

小計

合計

病因物質

食中毒事件での死者数の推移（2016～2025年）



食中毒事件における死者数の病因物質別・年次別推移
【1996年～2025年】
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腸管出血性大腸菌

その他の細菌

ウイルス

植物性自然毒

動物性自然毒

その他

焼肉店ほか
（７名）

漬物製造
（８名）

老人ホーム
（１０名）学校給食ほか

（８名）

人

特別養護
老人ﾎｰﾑ
（３名）

病院給食
（９名）



●Ｒ2年6月 学校給食（海藻サラダ）2958名
●Ｒ2年8月 仕出屋（仕出し弁当）2548名
●Ｒ3年6月 製造所（牛乳）1896名



感染型

毒素型



細菌性食中毒の発症機序の違いによる分類
【感染型と毒素型】

食品

食中毒菌

汚染 増殖

喫食 （生きた菌が）腸管内に感染 発症

毒素産生
毒素が腸粘膜
に作用 発症

食品

食中毒菌

汚染 増殖

喫食
毒素が腸粘膜
に作用

発症

毒素型（食品内毒素型）

毒素産生

（生体内毒素型）

感染型

（腸管内で）

潜伏期間

潜伏期間

※サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、カンピロバクターなど

※腸管出血性大腸菌（O157など）、ウェルシュ菌など

※黄色ブドウ球菌、セレウス菌（おう吐型）など



細菌の増殖①

増殖の３要件（栄養素、水分、適度な温度）が揃えば、

・微好気性菌（カンピロバクター）･････ 好気的条件でのみ増殖可能。
ただし、通常よりも少ない酸素濃度（5～15％程度）
でのみ増殖。

・通性嫌気性菌（多くの食中毒菌）････酸素があっても無くても増殖可能
・偏性嫌気性菌（ウェルシュ菌、ボツリヌス菌）････酸素がない状態でのみ増殖可能

※ただし、菌の「酸素要求性」により、増殖の有無が異なる



ウェルシュ菌 43～47 10～12



＜10分間隔で分裂を繰り返す＞場合･････【Ａ】
1時間に6回分裂する（2×2×2×2×2×2＝64）

＜20分間隔で分裂を繰り返す＞場合･････【Ｂ】
1時間に3回分裂する（2×2×2＝8）

１個

（１時間後） ６４個 ８個
（２時間後） ４，０９６個 ６４個
（３時間後） ２６２，１４４個 ５１２個
（４時間後）１６，７７７，２１６個 ４，０９６個
（５時間後） ３２，７６８個
（６時間後） ２６２，１４４個
（７時間後） ２，０９７，１５２個
（８時間後） １６，７７７，２１６個

※一般的には、１０万～１００万個の菌量で発症するが、腸管出
血性大腸菌、カンピロバクターは、もっと少量（100個程度）でも
発症する。

細菌の増殖②

【Ａ】 【Ｂ】



毒素型



発生月 発生地域 原因施設 提供メニュー

3月 神戸市 飲食店 鶏タタキを含む食事

3月 神戸市 飲食店 鶏なめろう、鶏刺しを含む食事

3月 神戸市 飲食店 鶏刺しを含む食事

3月 神戸市 飲食店 鶏タタキを含む食事

4月 神戸市 飲食店 鶏刺しを含む食事

4月 明石市 飲食店 鶏刺身盛合せ（ささみ、ﾚﾊﾞｰ等）を含む食事

4月 明石市 飲食店 鶏タタキを含む食事

6月 尼崎市 飲食店 鶏生レバー、鶏タタキを含む食事

6月 西宮市 集団給食 唐揚げとろろ丼、チンゲン菜スープ

7月 神戸市 飲食店 鶏レバ刺しを含む食事

8月 神戸市 飲食店 鶏ユッケを含む食事

11月 神戸市 飲食店 加熱不十分な鶏肉を含む食事

兵庫県内でのカンピロバクター食中毒【2024年】







カンピロバクター感染による
ギラン・バレー症候群発症までの経過

カンピロバクターに感染

食中毒症状【下痢、腹痛、発熱】

回復

潜伏時間（１～７日程度）

３～４日程度

ギラン・バレー症候群を発症【足の筋肉の麻痺】

２～４週間程度

１～３週間程度

症状ピーク【麻痺が上半身（手の先）まで広がる】

３～６か月程度

回復（約80%の人）



兵庫県内で発生したカンピロバクター食中毒事例

（１）平成２８年３月、父子が兵庫県内の飲食店で鶏サ

サミのたたきによるカンピロバクター食中毒を発
症。

（２）息子（１０歳）は快復したが、父親（４２歳）は ギラ

ンバレー症候群を発症し、四肢の麻痺により日常

生活に介助が必要となり、後遺障害１級と認定。

（３）飲食店が加入していた食品衛生協会の賠償共済

『あんしんフード君』で損害賠償金を支払い。



●損害賠償金： １億円
・治療費 368万円

・慰謝料 9,135万円

・休業補償 442万円

・その他 55万円

●特別費用： １千万円

●弁護士費用： ８８万６２４０円

支払共済金の内訳

＜合計＞ １億１０８８万６２４０円

＜示談金＞ １億 ５４５万２６９３円



●生産物賠償金： 約１８５万円

●店舗休業補償金： 約 ２３万円

●特別費用： 約 ２１万円

●弁護士費用： 約１９４万円

●消毒費用： 約 ６０万円

日食協ニュース（令和6年2月号）より

示談交渉が困難で弁護士費用が高額になった
サルモネラ食中毒事例

（１） 令和５年７月、広島市内の飲食店を利用した客のうち、１０グループ、３２名
が食中毒症状を呈した。

（２） 飲食店が加入していた日本食品衛生協会の「あんしんフード君」から共済金

として、約４８３万円が支払われた。

＜年間掛金＞ 22,100円
（内訳） ・あんしんフード君 18,400円

・（オプション）店舗休業補償 3,700円

支払共済金の内訳



●治療費： 約 １９万円

●通院交通費： 約 ５千円

●慰謝料： 約 ５５万円

●休業補償： 約 ３９万円

●特別費用： 約 １１万円

施設の管理不備による施設賠償事故事例

（１） 2024年（令和6年）12月、兵庫県内の飲食店で床が油で滑り
やすくなっていたが、そのまま放置していたため通りかかった
お客が滑って転倒して、左座骨を骨折し緊急搬送された。被害
者は６０日間の入院と４日間の通院をした。

（２） 飲食店が加入していた日本食品衛生協会の「あんしんフード君」から共済金

として、約１２５万円が支払われた。

＜年間掛金＞ 8,500円（あんしんフード君）

支払共済金の内訳

日食協ニュース（令和6年2月号）より



食品衛生協会の各種賠償共済制度での保険対象

Ⅰ 食品営業賠償共済（「対人」補償のみ）
①「提供した食品により食中毒」、 「食品に混入した異物による口内損傷」、「食品の
容器破損による身体損傷」等（※）を起こした場合の被害者に支払う損害賠償費用
（例）治療費、入院費、薬代、付添看護料、慰謝料、被害者の休業補償など
②訴訟費用、弁護士費用

Ⅱ 総合食品賠償共済（「対人＋対物」補償）
（１） あんしんフード君
①提供した飲食物に起因する事故（食中毒や異物による歯の欠損）のほか、 「誤ってこ
ぼしたコーヒーによる客の火傷」、 「エアコン落下による客の負傷」、 「漏水による階下
施設の汚損」、 「容器破損による客の衣服汚損」、「客から預かった衣服の汚損・盗
難」、「食事中の客のバッグの盗難」など
②訴訟費用、弁護士費用

（２） スーパーあんしんフード君
上記（１）のほか、
「従業員の業務上の傷害補償」 「自店の休業補償（最長１５日間まで）」



業種

年間
売上高

喫茶店 飲食店・すし
仕出し・弁当
給食施設

食料品販売
業

食品製造業 旅館

３０００万円
以下 6,500円 8,500円 11,000円 3,500円 5,500円

営業建
物の総
床面積
×23円

５０００万円 8,000円 18,400円 34,600円 6,800円 11,100円

７０００万円 9,400円 24,000円 47,900円 9,200円 14,300円

１億円 11,400円 32,400円 67,700円 12,800円 19,100円

1.5億円 34,000円 63,200円 107,400円 20,100円 35,000円

2億円 45,100円 84,100円 143,100円 26,700円 46,500円

「あんしんフード君」の
年間共済掛金の目安（１口）



嫌気性菌



毒素型



毒素型



毒素型



嫌気性菌



ノロウイルスとは

球形（直径が１ミリメートルの約２万分の１程度）

の小型ウイルス



ヒトの小腸粘膜細胞で増殖する

ノロウイルスの特徴（その１）



「病原微生物（細菌・ノロウイルス）」による食中毒予防の原則

①清潔

②迅速・冷却

③加熱

※時間をかけない（迅速）

※適切な保管（低温管理）

※加熱調理

持ち込まない

拡げない

＜細菌性食中毒予防＞

３原則
＜ﾉﾛｳｲﾙｽ食中毒予防＞

４原則

つけない

やっつける

増やさない

つけない
※洗浄・消毒・保管（手指、器具、原材料）

やっつける

※食品取扱者の健康・衛生管理

※嘔吐物の適切処理、設備等の消毒

（７５℃／１分間以上） （８５～９０℃／９０秒以上）

×



ノロウイルスの増殖のしくみ

細胞の中で遺伝子とタンパ
ク質が別々に複製・合成さ
れた後、組み立てられる。

小腸粘膜細胞

糞便
嘔吐物



ノロウイルスに感染した人の糞便や吐物には、
どのくらいの量のウイルスが含まれているか？

※ 症状消失後でも約１週間～1か月程度は、糞便中に
ノロウイルスが排出され続けるので、症状が治まった
後も油断禁物！

（１ｇ当たりの）ウイルス量

発症者
糞便 １００万～１０億個

嘔吐物 １００万個

非発症者
（不顕性感染者）

糞便 １００万個

１０～１００個のノロウイルスで発症



アルコールなどの消毒薬が効きにくい
＊ ノロウイルスは、エンベロープを持たない構造のウイルス

であるため、通常の消毒剤は消毒効果が期待できない

＊ 次亜塩素酸ナトリウム溶液（家庭用の「塩素系漂白剤」

の主成分）は、消毒効果（200～1000ｐｐｍ）がある

ノロウイルスの特徴（その２）

＜注意＞

次亜塩素酸ナトリウムは強アルカリ性のため、手指の

消毒には適さない。

また、金属腐食作用があるので、 ドアノブなどの金属

面の消毒（200ppm）に使用した場合には、 必ず１０分

後には水拭きすること。



約２００ｐｐｍ
（0.02％）

約１０００ｐｐｍ
（0.1％）



ウイルスは構造の違いにより、
２つのタイプに分かれる

＜エンベロープが有るもの＞ ＜エンベロープが無いもの＞

（脂質）

（たんぱく質）

（例）新型コロナウイルス
インフルエンザウイルス
エボラウイルス

（例） ノロウイルス
サポウイルス
ロタウイルス

アルコール消毒 効果が期待できない効果あり



ノロウイルスの特徴②

●自然環境下でも長期間感染力を保持

布、繊維など ２週間（室温）

エアロゾル １週間

水
２０日間（２０℃）
６０日間（４℃）

食品 ３～４日間（室温）

乾燥
１日間（３７℃）
２０日間（２０℃）
５０日間（４℃）

※ノロウイルスの代替として「ネコカリシウイルス」のデータを含む。

＜「一般財団法人東京顕微鏡院」ホームページより引用＞

ノロウイルスの特徴（その３）



ノロウイルス感染の症状は？

●潜伏時間（感染してから症状が出るまでの時間）
通常２４～４８時間

●症状
（突然の）おう吐・吐き気、腹痛、水溶性の下痢、発熱
ほとんどが3日以内に回復。
高齢者では、嘔吐物が気管や喉に入って、窒息や
誤嚥性肺炎になることがあるので、要注意！

なお、感染しても発症しないで、糞便中にはウイルス
を排泄している場合がある。（＝不顕性感染者）



従事者由来
（発症）
25％

従事者由来
（非発症）
56％

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会資料（2017．3）より引用

不
顕
性
感
染
者





アニサキスの生活環



アニサキスの幼虫

厚生労働省及び千葉市ホームページより引用



【兵庫県の場合】
ふぐ処理責任者試験に合格した者



適正な処理等により人の健康を損なうおそれがない
と認められるフグの種類と部位（食品衛生法）

種類（種名） 筋肉 皮

精巣
（しらこ）

トラフグ、カラス、シマフグ、シロサバフグ、
クロサバフグ、カナフグ、ヨリトフグ、
イシガキフグ、ネズミフグ、ハリセンボン、
ヒトヅラハリセンボン

〇 〇 〇

ショウサイフグ、マフグ、メフグ、アカメフグ、
ゴマフグ、ハコフグ 〇 ― 〇

クサフグ、コモンフグ、サンサイフグ、
ヒガンフグ 〇 ― ―

ナシフグ（※１） 〇 ― ―

ナシフグ（※２） 〇 ― 〇
※１ 有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海海域で漁獲されたものに限る。

※２ 有明海及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものに限
る。











魚種別のヒスチジン含有量



清潔 温度管理 加熱

・持ち込まない

・拡げない



木村凡ブログ（食品微生物の基礎講座／エタノール殺菌とその殺菌メカニズム）より引用





Ａ

C

B

D

E



32ページ 60ページ

●施設・設備の衛生管理
●食品の衛生的な取扱い
●食品取扱者の衛生管理

～

＝

一般的な衛生管理









① すべての国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法 第25条


